
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度 業 報 告 書

1 事業の成果

「自立支援のための事業」は新型コロナウィルス感染対策を万全にしながら従事者、受益者および実施内容について期

初計画通りに実施された。「地域における多文化共生の実現のための事業」は「多文化交流プラザ」として、例年 2回開催

しているが、今年度も新型コロナウィルスの関係で止むを得ず中止となった。「アイデンティティ確立のための事業」「教

育・生活等環境問題解決のための事業」はカウンセリング等の実施をあげた。「帰国子女への支援事業」については支援を

継続し、成果を上げている。その他事業として、区内私立高校からの依頼によリニュージーランドからの高校留学生への

日本語支援は、昨年同様、新型コロナウィルスの関係で中止となった。また、千葉県の測量・地盤調査専門企業の要請に

より、アジアからの技能実習生に対しても通信教育による日本語支援を継続すると共に、同社の地方支店の外国人技能実

習生に対しても通信教育による支援を継続している。尚、被支援者は子どもを中心としているが、外国の文化背景を持つ

日本語学校生、専門学校生や、日本人と結婚して日本に居住する日本語を必要とする成人、日本に定住し、より良い職業

に就くために日本語習得を希望する成人等、被支援対象者は広範に亘つている。

2 事業の実施に関する事項

以下の「当該生」、地域に定住し、将来も日本の社会に根ざし、社会の担い手となる外国に文化背景のある子ども及び成

人にする。

(1)特定非営利活動に係る事業                     (事 業費の総費用【  4,894  】千円)

定訳 に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所

従 事

者
人数

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

当該生の自立支
援のための事業

。日本語学習支援
・就学・学習・進学支援
・ 自立のための終業支援

n月 ～9月
事務所設

置場所等
171名

日本語。学習支
とする援を必要

者
35名 X12ヶ月

1,904

当該生のアイデ
ンティティ確立
のための事業

・母語確立支援
・エスニックネットワークの確率

同上 同 上 7名

日本語。学習支
援を必要とする
者
年4回X15名 “

当該性 へ の教
育・ 生活費環境
問題解決のため
の事業

。当該生への教育・生活分野での

情報定行支援
・保護者への情報提供・相談支援

同上 同上 6名

日本語・学習支
援を必要とする
者

"名

X12ヶ月

150

地域における多
文化共生の実現
のための事業

地域の人々との各種の文化交流活
動の実施

(コ ロナ禍の為中止) 0

帰国子女への支
援事業

。日本語学習・教科学習支援
・就学・進学支援
・情報 。相談支援

事務所設

置場所
3名 帰国子女等 3

名
100

その他

・ ニュージーランドからの留学生
への日本語支援
。東南アジアからの技能実習生ヘ

の日本語指導

無し (新型コロナウィルスの為)

市川市企

業施設内
6名 30名 週1回

2,692

(2)その他の事業  なし



書式第 13号 (法第28条関係)

令和 2年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

事 業 報 告 用
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 2年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

多文化子ども自立支援センター

L[ヨ 目 ‐   日■ ′1ヽ‖ ・ 01Hト

現金預金
普通預金
未収収益
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０
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０
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什器備品

ソフトウェア
借地権

長期貸付金

【A】 資 産 合 計 ①+② 8,307,61

[コE互ヨ

未払金
前受金
預り金

０
′

”^
〉
ｒ
Ｏ

ｎ
υ

ｎ
Ｚ

Ｑ
ｖ

長期借入金
退職給付引当金

1_462_091

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B… 2】 8,307,61



ハ
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令和2年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 多文化子ども自立支援センター

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法 人会計基準

協議会)に よっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

対象科目無し

(2)固定資産の減価償却の方法
対象科目無し

(3)引 当金の計上基準
対象科目無し

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事 業別損益の状況

科 目
自ti」碧理暉ヒ ID確立事業 園 罵薔

=:環
□田菫闘

帰国f女
支援事業

その他事業 受託事業A
(江古日の森)

120,000
10,000

2,000,000
1,425,000

59

3.555。 1 )59
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880

71,949

7,106

63,231
16,278
23,649

756,000

1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
人件費計

(2)その他経費

電気代
水道代
ガス代
賃 借 料
会議費
接待交際費

管理諸費
その他経費計

経常費用計

卜代

ｎ

〉
-2.700 U 0 ｎ

〉



科 目 受話事業B
(東亜学園NZ)

受託事業C 受託事業D
管理部門 (区分不明) 合計

3,419,500

120,000
10,000

2,000,000
4,844,500

59
ｎ

Ｖ 3.419.500 ｎ

Ｖ

ｎ

Ｖ

ｎ

Ｖ 6.974.559

2.257.000

295.000 ｎ

Ｖ 3.517.000

ｎ

〉

317,350

91,904

3,130

23,228

435.612 ＾
Ｕ

114,000
52,586
24,560
7,988

28,756
7,019
1,806
2,622

84,000
2,523
1,601

7,000
18,602

265,000
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I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
人件費計

(2)その他経費
印刷製本費
図書書籍購入費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
電話インタ哺ット代
事務消耗品費
電気代
水道代
ガス代
賃 借 料
会議費
接待交際費
保険料
銀行手数料
管理諸費

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

内 容 鷺ン1司 算 定方 法

な し

3。 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は   円ですが、そのうち   円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

5。 固定資産の増減内訳

内 容 :

な し

合計

躍χlT7,TttEIT距 ¬科 目 L,そ
′
吉言: 減 少

な し

有形固定資産

車両運搬具

什器備品

無形固定資産

投資その他の資産
敷金

合計



6。 借入金の増減内訳

７
， 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

Ｒ

） その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必
要な事項
事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費 (費用)については利用実績 (利用時間および人数)に より経費を按分していま
す。
その他の事業に係る資産の状況

なし

科 目

計算書類に
計上された

谷 箱

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人ルσ)]●ヨ:

756,000
84.000

840,000 840, 0

756,000
84.000

ハ
Ｕ

ハ
Ｕ

Ａ
Ｕ

(活動計算書)

賃借料 (事業)

賃借料
活動計算書計

(貸借対照表 )

貸借対照表計



書式第 17号 (法第28条関係)

令和 2年度 財産
辱ヨ
ビ|」

事 業 報 告 用
〓

】

固 団遍 265

未収収益 236,500

パ ソコン

ソ フ ェ ア

オペレーションシステム
文書編集ソフト

【A】 資 産 合 計 ①+②

未払金
前受金

長期借入金

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 964,376

【B… 2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 7,343,239



書式第 18号 (法第 28条関係)

業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 く歯事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における颯目の有無を記載した名簿)

日置 ]三璽源ヨ歴因

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

口各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

睡亜]・
監事

ナカヤママリコ 令和 2年 10月  1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日中山員理子

つ

“ 睡憂]・ 監事
アラタヒサコ 令和 2年 10月  1日

含和4年 9月 30日

年 月

月

日

日年荒田久子

６
０ 睡亜]・

監事
ヘンミチグサ 合和 2年 10月  1日

合和4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日逸見千種

４

ニ 睡亜]・
監事 =V<Y7/tv 令和 2年 10月  1日

令和 4年 9月 30日

年  月 日

日年 月西松千鶴

ｒ
Ｏ □

。監事

ワタナベナオコ 令和 2年 10月  1日

令和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日渡辺尚子

ハ０ 睡亜]・
監事

トミザワマサオ 争和 2年 10月  1日

争和 4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日富澤昌雄

７

〓 理事・匡ヨ
ニシムラタカオ 争和 2年 10月  1日

合和4年 9月 30日

年  月  日

年  月  日西村孝雄

６
０ 理事・ 監事

9 理事・ 監事

10 理事・監事



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

氏   名

中山員理子

2 荒田久子

3 西村孝雄

4 逸見千種

□ 西松千鶴

6 渡辺尚子

7 渡辺信雄

□ 富澤昌雄

9 蓮見ゆう子

10 田中光子

11 五味捷江

12 太柳秀子


